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○ 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の

は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
削
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
情
報
の
提
供
） 

第
二
百
二
十
七
条
の
二 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

保
険
会
社
等
若
し
く
は
外
国
保
険
会
社
等
、
こ
れ
ら
の
役
員
（
保
険
募
集
人

で
あ
る
者
を
除
く
。
）
、
保
険
募
集
人
又
は
保
険
仲
立
人
若
し
く
は
そ
の
役
員

若
し
く
は
使
用
人
は
、
法
第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
契
約

の
内
容
そ
の
他
保
険
契
約
者
等
の
参
考
と
な
る
べ
き
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合

に
は
、
保
険
契
約
者
及
び
被
保
険
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。 

［
一
～
三 

略
］ 

四 

二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
を
有
す
る
保
険
募
集
人
（
一
以
上
の
所
属
保

険
会
社
等
を
有
す
る
保
険
募
集
人
で
あ
る
保
険
会
社
等
又
は
外
国
保
険
会
社

等
（
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
「
保
険
募
集
人
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
を
含

む
。
ロ
、
第
二
百
二
十
七
条
の
十
二
、
第
二
百
二
十
七
条
の
十
四
及
び
第
二

百
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て

は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事

項
の
説
明 

（
情
報
の
提
供
） 

第
二
百
二
十
七
条
の
二 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

３ 

［
同
上
］ 

     

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
を
有
す
る
保
険
募
集
人
（
一
以
上
の
所
属
保

険
会
社
等
を
有
す
る
保
険
募
集
人
で
あ
る
保
険
会
社
等
又
は
外
国
保
険
会
社

等
（
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
「
保
険
募
集
人
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
を
含

む
。
ロ
、
第
二
百
二
十
七
条
の
十
二
、
第
二
百
二
十
七
条
の
十
四
及
び
第
二

百
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て

は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

定
め
る
事
項
の
説
明 
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イ 

［
略
］ 

ロ 

二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
（
保
険
募
集
人
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は

、
一
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
及
び
当
該
保
険
募
集
人
保
険
会
社
等
。
）

が
引
き
受
け
る
保
険
（
第
二
百
二
十
七
条
の
十
二
、
第
二
百
二
十
七
条
の

十
四
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
に

お
い
て
「
二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
が
引
き
受
け
る
保
険
」
と
い
う
。

）
に
係
る
二
以
上
の
比
較
可
能
な
同
種
の
保
険
契
約
の
中
か
ら
保
険
契
約

の
締
結
又
は
保
険
契
約
へ
の
加
入
を
す
べ
き
一
又
は
二
以
上
の
保
険
契
約

（
以
下
「
提
案
契
約
」
と
い
う
。
）
の
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
場
合 

当

該
二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
を
有
す
る
保
険
募
集
人
が
取
り
扱
う
保
険

契
約
の
う
ち
顧
客
の
意
向
に
沿
っ
て
当
該
二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
を

有
す
る
保
険
募
集
人
が
選
別
し
た
比
較
可
能
な
同
種
の
保
険
契
約
の
概
要

及
び
当
該
提
案
の
理
由 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

  

［
五
～
十
五 

略
］ 

［
４
～
12 

略
］ 

 

イ 

［
同
上
］ 

ロ 

二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
（
保
険
募
集
人
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は

、
一
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
及
び
当
該
保
険
募
集
人
保
険
会
社
等
。
）

が
引
き
受
け
る
保
険
（
ハ
、
第
二
百
二
十
七
条
の
十
二
、
第
二
百
二
十
七

条
の
十
四
第
二
項
並
び
に
第
二
百
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
第
二

号
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
が
引
き
受
け
る
保

険
」
と
い
う
。
）
に
係
る
二
以
上
の
比
較
可
能
な
同
種
の
保
険
契
約
の
中

か
ら
顧
客
の
意
向
に
沿
っ
た
保
険
契
約
を
選
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険

契
約
の
締
結
又
は
保
険
契
約
へ
の
加
入
を
す
べ
き
一
又
は
二
以
上
の
保
険

契
約
（
以
下
「
提
案
契
約
」
と
い
う
。
）
の
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

 

当
該
二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
を
有
す
る
保
険
募
集
人
が
取
り
扱
う

保
険
契
約
の
う
ち
顧
客
の
意
向
に
沿
っ
た
比
較
可
能
な
同
種
の
保
険
契
約

の
概
要
及
び
当
該
提
案
の
理
由 

ハ 

二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
が
引
き
受
け
る
保
険
に
係
る
二
以
上
の
比

較
可
能
な
同
種
の
保
険
契
約
の
中
か
ら
ロ
の
規
定
に
よ
る
選
別
を
す
る
こ

と
な
く
、
提
案
契
約
の
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
場
合 

当
該
提
案
の
理
由 

［
五
～
十
五 

同
上
］ 

［
４
～
12 

同
上
］ 

（
情
報
の
提
供
） 

第
二
百
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二 

［
略
］ 

一 

［
略
］ 

二 

二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
を
有
す
る
保
険
募
集
人
に
あ
っ
て
は
、
次
の

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項
の
説
明 

（
情
報
の
提
供
） 

第
二
百
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二 

［
同
上
］ 

一 
［
同
上
］ 

二 

二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
を
有
す
る
保
険
募
集
人
に
あ
っ
て
は
、
次
の

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
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イ 

［
略
］ 

ロ 

二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
が
引
き
受
け
る
保
険
に
係
る
二
以
上
の
比

較
可
能
な
同
種
の
保
険
契
約
の
中
か
ら
提
案
契
約
の
提
案
を
し
よ
う
と
す

る
場
合 
当
該
二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
を
有
す
る
保
険
募
集
人
が
取

り
扱
う
保
険
契
約
の
う
ち
顧
客
の
意
向
に
沿
っ
て
当
該
二
以
上
の
所
属
保

険
会
社
等
を
有
す
る
保
険
募
集
人
が
選
別
し
た
比
較
可
能
な
同
種
の
保
険

契
約
の
概
要
及
び
当
該
提
案
の
理
由 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

  

［
三
～
十 

略
］ 

［
２
～
４ 

略
］ 

 

項
の
説
明 

イ 

［
同
上
］ 

ロ 

二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
が
引
き
受
け
る
保
険
に
係
る
二
以
上
の
比

較
可
能
な
同
種
の
保
険
契
約
の
中
か
ら
顧
客
の
意
向
に
沿
っ
た
保
険
契
約

を
選
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
提
案
契
約
の
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
場
合 

当
該
二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
を
有
す
る
保
険
募
集
人
が
取
り
扱
う
保

険
契
約
の
う
ち
顧
客
の
意
向
に
沿
っ
た
比
較
可
能
な
同
種
の
保
険
契
約
の

概
要
及
び
当
該
提
案
の
理
由 

ハ 

二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
が
引
き
受
け
る
保
険
に
係
る
二
以
上
の
比

較
可
能
な
同
種
の
保
険
契
約
の
中
か
ら
ロ
の
規
定
に
よ
る
選
別
を
す
る
こ

と
な
く
、
提
案
契
約
の
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
場
合 

当
該
提
案
の
理
由 

［
三
～
十 

同
上
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 
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別紙様式第25号の２（第238条第１項関係）（法人の場合） 

（日本産業規格Ａ４） 

事 業 報 告 書（   年度） 

（  年  月  日から  年  月  日まで） 

年  月  日提出  

財務（支）局長 殿 

郵便番号     （  －  ）         

住  所                   

電話番号（     ）   － 

商号又は名称                 

代表者又は管理人の氏名           

１．事業概要 

［⑴～⒂ 略］ 

⒃ 比較・推奨販売の方法  

ア．推奨方針（顧客の意向に沿って選別した保険契約の中から、特定の保

険契約の提案・推奨を行う場合の基準や理由等） 

 

 

（記載上の注意） 

推奨販売に関するマニュアル・社内規則等の内容を記載した書面がある

場合には、その書面の添付をもって推奨方針の記載を省略することができ

る。 

イ．比較・推奨販売の適切性の確認方法 

 

 

（記載上の注意） 

比較・推奨販売の適切性の確認方法に関するマニュアル・社内規則等の

内容を記載した書面がある場合には、その書面の添付をもって比較・推奨

販売の適切性の確認方法の記載を省略することができる。 

［⒄～(29) 略］  

２．取扱保険契約等の状況 

別紙様式第25号の２（第238条第１項関係）（法人の場合） 

（日本産業規格Ａ４） 

事 業 報 告 書（   年度） 

（  年  月  日から  年  月  日まで） 

年  月  日提出  

財務（支）局長 殿  

郵便番号     （  －  ）         

住  所                   

電話番号（     ）   － 

商号又は名称                 

代表者又は管理人の氏名           

１．事業概要 

［⑴～⒂ 同左］ 

⒃ 比較・推奨販売の方法 

比較・推奨販売の方法 該当 

１ 商品特性や保険料水準等の客観的な基準や理由等により、保険商

品を絞り込んで、顧客に提示している。 

 

２ 商品特性や保険料水準等の客観的な基準や理由等に基づくことな

く、保険商品を絞り込んで、顧客に提示している。 

 

３ その他  

 

 

備考 

 

（記載上の注意） 

１．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

２．２又は３を選択した場合には、「備考」欄に簡潔に補足すること。 

 

［⒄～(29) 同左］ 
２．取扱保険契約等の状況 
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⑴ 取扱保険契約等 

ア．生命保険 

［略］ 

［削る。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 取扱保険契約等 

ア．生命保険 

［同左］ 

（推奨保険会社・商品） 

  

  
取扱保険会社名 保険商品名 

左記「保険商品名」の愛称 

（いわゆるペットネーム） 
推奨理由 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．損害保険   

［略］ 

［削る。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26     

27     

28     

29     

30     

（記載上の注意） 

１．推奨保険商品の状況を記載した書面がある場合には、その書面の添付

をもって記載を省略することができる。 

２．推奨保険商品が31商品以上ある場合には、行を追加して記載するこ

と。 

３．「保険商品名」欄は、保険会社の約款に記載の名称を記載すること。

ただし、ペットネーム単位での把握が困難な場合には、保険種類ごとの

記載でも可とし、保険種類を記載することをもって足りる。 

４．推奨保険商品等を定めていない場合には、記載することを要しない。 

イ．損害保険 

［同左］ 

（推奨保険会社・商品） 

  

  
取扱保険会社名 保険商品名 

左記「保険商品名」の愛称 

（いわゆるペットネーム） 
推奨理由 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

（記載上の注意） 

１．推奨保険商品の状況を記載した書面がある場合には、その書面の添付
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ウ．少額短期保険  

［略］ 

［削る。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をもって記載を省略することができる。 

２．推奨保険商品が11商品以上ある場合には、行を追加して記載するこ

と。 

３．「保険商品名」欄は、保険会社の約款に記載の名称を記載すること。

ただし、ペットネーム単位での把握が困難な場合には、保険種類ごとの

記載でも可とし、保険種類を記載することをもって足りる。 

４．推奨保険商品等を定めていない場合には、記載することを要しない。 

ウ．少額短期保険 

［同左］ 

（推奨少額短期保険業者・商品） 

  取扱少額短期保険業者名 保険商品名 
左記「保険商品名」の愛称 

（いわゆるペットネーム） 
推奨理由 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

（記載上の注意） 

１．推奨保険商品の状況を記載した書面がある場合には、その書面の添付

をもって記載を省略することができる。 

２．推奨保険商品が11商品以上ある場合には、行を追加して記載するこ

と。 

３．「保険商品名」欄は、少額短期保険業者の約款に記載の名称を記載す

ること。ただし、ペットネーム単位での把握が困難な場合には、保険種

類ごとの記載でも可とし、保険種類を記載することをもって足りる。 

４．推奨保険商品等を定めていない場合には、記載することを要しない。 
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［⑵・⑶ 略］ 

 

 

（記載上の注意） 

［略］ 

  

［⑵・⑶ 同左］ 

 

 

（記載上の注意） 

［同左］ 

  
別紙様式第25号の３（第238条第１項関係）（個人の場合） 

（日本産業規格Ａ４） 

事 業 報 告 書（   年度） 

（  年  月  日から  年  月  日まで） 

年  月  日提出  

財務（支）局長 殿 

郵便番号     （  －  ）         

住  所                   

電話番号（     ）   － 

氏  名           

１．事業概要 

［⑴～⑽ 略］ 

⑾ 比較・推奨販売の方法  

ア．推奨方針（顧客の意向に沿って選別した保険契約の中から、特定の保

険契約の提案・推奨を行う場合の基準や理由等） 

 

 

（記載上の注意） 

推奨販売に関するマニュアル・社内規則等の内容を記載した書面がある

場合には、その書面の添付をもって推奨方針の記載を省略することができ

る。 

イ．比較・推奨販売の適切性の確認方法 

 

 

別紙様式第25号の３（第238条第１項関係）（個人の場合） 

（日本産業規格Ａ４） 

事 業 報 告 書（   年度） 

（  年  月  日から  年  月  日まで） 

年  月  日提出  

財務（支）局長 殿 

郵便番号     （  －  ）         

住  所                   

電話番号（     ）   － 

氏  名             

１．事業概要 

［⑴～⑽ 同左］ 

⑾ 比較・推奨販売の方法  

比較・推奨販売の方法 該当 

１ 商品特性や保険料水準等の客観的な基準や理由等により、保険商

品を絞り込んで、顧客に提示している。 

 

２ 商品特性や保険料水準等の客観的な基準や理由等に基づくことな

く、保険商品を絞り込んで、顧客に提示している。 

 

３ その他  

 

備考 

 

 

（記載上の注意） 



 

9 

（記載上の注意） 

比較・推奨販売の適切性の確認方法に関するマニュアル・社内規則等の

内容を記載した書面がある場合には、その書面の添付をもって比較・推奨

販売の適切性の確認方法の記載を省略することができる。 

［⑿～(23)   略］ 

２．取扱保険契約等の状況 

⑴ 取扱保険契約等 

ア．生命保険 

［略］ 

［削る。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

２．２又は３を選択した場合には、「備考」欄に簡潔に補足すること。 

 

 

［⑿～(23) 同左］ 

２．取扱保険契約等の状況 

⑴ 取扱保険契約等 

ア．生命保険 

［同左］ 

（推奨保険会社・商品） 

  

  
取扱保険会社名 保険商品名 

左記「保険商品名」の愛称 

（いわゆるペットネーム） 
推奨理由 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     



 

1
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．損害保険 

［略］ 

［削る。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

（記載上の注意） 

１．推奨保険商品の状況を記載した書面がある場合には、その書面の添付

をもって記載を省略することができる。 

２．推奨保険商品が31商品以上ある場合には、行を追加して記載するこ

と。 

３．「保険商品名」欄は、保険会社の約款に記載の名称を記載すること。

ただし、ペットネーム単位での把握が困難な場合には、保険種類ごとの

記載でも可とし、保険種類を記載することをもって足りる。 

４．推奨保険商品等を定めていない場合には、記載することを要しない。 

イ．損害保険 

［同左］ 

（推奨保険会社・商品） 

  

  
取扱保険会社名 保険商品名 

左記「保険商品名」の愛称 

（いわゆるペットネーム） 
推奨理由 

1     

2     

3     

4     

5     

6     



 

1
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．少額短期保険  

［略］ 

［削る。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7     

8     

9     

10     

（記載上の注意） 

１．推奨保険商品の状況を記載した書面がある場合には、その書面の添付

をもって記載を省略することができる。 

２．推奨商品が11商品以上ある場合は、行を追加して記載すること。 

３．「保険商品名」欄は、保険会社の約款に記載の名称を記載すること。

ただし、ペットネーム単位での把握が困難な場合には、保険種類ごとの

記載でも可とし、保険種類を記載することをもって足りる。 

４．推奨保険商品等を定めていない場合には、記載することを要しない。 

ウ．少額短期保険  

［同左］ 

（推奨少額短期保険業者・商品） 

  

  
取扱少額短期保険業者名 保険商品名 

左記「保険商品名」の愛称 

（いわゆるペットネーム） 
推奨理由 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

（記載上の注意） 

１．推奨保険商品の状況を記載した書面がある場合には、その書面の添付

をもって記載を省略することができる。 

２．推奨商品が11商品以上ある場合は、行を追加して記載すること。 



 

1
2 

 

 

 

 

 

［⑵・⑶ 略］  

 

 

（記載上の注意） 

［略］ 

３．「保険商品名」欄は、少額短期保険業者の約款に記載の名称を記載す

ること。ただし、ペットネーム単位での把握が困難な場合には、保険種

類ごとの記載でも可とし、保険種類を記載することをもって足りる。 

４．推奨保険商品等を定めていない場合には、記載することを要しない。 

［⑵・⑶ 同左］ 

 

 

（記載上の注意） 

［同左］  

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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